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平成22年11月５日(金曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

県民政策部

１．宮崎県中山間地域対策推進本部の体制等

について

２．多様な主体との協働による中山間地域活

性化の取組と人材育成について

３．中山間地域集落点検モデル事業について

４．地域振興５法及び農林統計上の中山間地

域市町村等について

○協議事項

１．中山間地域の定義について

２．県南調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 前屋敷 恵 美

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 黒 木 覚 市

委 員 押 川 修一郎

委 員 河 野 安 幸

委 員 黒 木 正 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 坂 口 博 美

委 員 岩 下 斌 彦

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

県 民 政 策 部 次 長 土 持 正 弘
（ 政 策 担 当 ）

部参事兼総合政策課長 永 山 英 也

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 山 内 武 則

情 報 政 策 課 長 金 丸 裕 一

事務局職員出席者

政 策 調 査 課 主 査 松 﨑 勝 一

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

○宮原委員長 ただいまから中山間地域振興対

策特別委員会を開会いたします。

せんだって実施しました県外調査につきまし

ては、大変お疲れさまでした。調査した内容に

つきましては、十分委員会に反映していきたい

と考えております。

まず、本日の日程についてであります。お手

元に配付の日程案をごらんください。３の概要

説明では、県民政策部から、中山間盛り上げ隊

や集落支援モデル事業など、県当局が力を入れ

ている取り組み等を御説明いただく予定ですの

で、県外調査の内容とも比較しながら御意見を

よろしくお願いいたします。また、県外調査で

は、中山間地域をどこに設定するかが重要との

アドバイスを鳥取県からいただいたところであ

りますが、本日は、その設定に当たり、必要な

基礎資料についても説明をいただくこととして
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おります。

次に、４の委員協議についてでございますが、

執行部から説明いただいた基礎資料やこれまで

の調査等を踏まえ、中山間地域をどこにするか

や条例の内容等について御協議いただきたいと

思います。本日はこのように取り進めてよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

では、これから執行部の説明に入ります。執

行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時３分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

本日は県民政策部においでいただきました。

それでは説明をよろしくお願いいたします。

○山下県民政策部長 県民政策部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日御報告をさせていただく事項につきまし

て説明させていただきます。委員会資料をお開

きいただきまして、目次をごらんいただきたい

と思いますが、４項目ございます。宮崎県中山

間地域対策推進本部の体制等についてというこ

とであります。詳細につきましては、関係課長

から説明をさせていただきます。

私からは以上であります。

○山内中山間・地域政策課長 それでは、説明

をさせていただきます。

資料の１ページをお願いいたします。宮崎県

中山間地域対策推進本部の体制等についてであ

ります。

まず、１の概要のところですが、中山間地域

対策推進本部は、中山間地域対策について部局

横断的な連携を図るとともに、地域の実情に応

じた対策を検討、実施していくために、平成20

年度に設置したものであります。具体的な活動

としては、まず各年度におきまして、各部局に

よる中山間地域対策の現状報告等をもとに、中

山間地域対策に今後どのように取り組んでいく

のか、対策の方向性と施策の体系について決定

をしているところであります。そのほか、中山

間地域における集落の現状や過疎地域自立促進

特別措置法など、中山間地域に関連する事項に

ついての情報提供、情報交換を行いまして、各

部局での対策に生かすこととしております。ま

た、推進本部会議においては、当課が所管して

おります中山間地域等創造支援事業において、

各部局との連携が必要となる市町村の地域創造

計画の認定も行っているところであります。こ

れは、地域の将来像の実現に向けてさまざまな

要素を組み合わせた分野横断的な取り組み等を

掲げた市町村の地域計画について、その内容を

審議し、地域創造計画として認定するものであ

ります。認定後は、庁内各部局等が連携して各

種事業を当該市町村に集中的に投入していくこ

ととしております。なお、推進本部会議につき

ましては、平成20年度は２回、21年度は１回、22

年度はこれまでに１回開催をしております。中

山間地域対策としてこれまで、集落の活性化、

日常生活の維持充実、産業の振興の３つの柱で

取り組んでおりましたが、今年度の会議におい

ては、新たに４つ目の柱として鳥獣被害対策を

加えることとしたところであります。

次に、２の推進本部の構成についてですが、

推進本部と、推進本部を補佐するものとして幹

事会及び地域委員会を設けております。推進本

部は、知事を本部長、副知事を副本部長とし、

各部局長、教育長、警察本部長が本部員となっ
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ております。また、幹事会は、県民政策部次長

を幹事長とし、各部局の中山間地域対策に主に

関係する課の課長が幹事となっております。そ

れと地域委員会というのがございまして、地域

委員会は、県民政策部長を委員長、西臼杵支庁

長及び各農林振興局長を地域委員に充てており

ます。なお、各地域の現状や課題等については、

県内７地区に設けられている地方連絡協議会の

事務局であります西臼杵支庁及び各農林振興局

と通常業務等を通じてさまざまな情報交換など

を行っております。また、各出先機関の長で構

成されております地方連絡協議会の場でも中山

間地域対策推進本部の取り組みについて説明す

るとともに、各地域からの意見、要望等につい

ても報告を受け、地域と一体となってその取り

組みに反映させるようにしております。各地方

連絡協議会の会長は、中山間地域対策推進本部

を補佐する地域委員会の委員であります西臼杵

支庁長及び各農林振興局長であります。推進本

部においては、このほか、中山間地域が抱える

課題のうち、特に総合的、重点的な対策を推進

する必要がある課題については、必要に応じて

特命チームを本部の下部組織として置くことと

しております。

現在、中山間地域での大きな問題となってお

り、今年度から中山間地域対策の４つ目の柱と

して掲げている鳥獣被害対策につきまして、関

係図のところにありますように、鳥獣被害対策

特命チームを設置しております。鳥獣被害対策

特命チームは、副知事をチーム長としまして、

環境森林部、農政水産部の関係課長をチーム員

としております。また、県内７地区、西臼杵支

庁、各農林振興局を事務局としまして、地域鳥

獣被害対策特命チームを設置して、記載のとお

り、保健所、市町村のほか、より地域の実情や

情報等に通じている農協、農業共済組合、森林

組合、猟友会等に参加いただき、地域一体となっ

てこの課題に取り組むこととしております。本

年10月中旬までにはすべての地域で地域特命チ

ームが設置されており、地域の方々の参加を得

て鳥獣害対策の専門家による講演会や現地検討

会、モデル集落での技術実証などに取り組んで

いるところであります。

次に、資料の２ページをお願いいたします。

多様な主体との協働による中山間地域活性化の

取り組みと人材育成についてであります。

中山間地域の活性化に当たりましては、地域

住民はもとより、都市住民や企業、ＮＰＯ法人

などの地域外の住民を含めた多様な主体の参画

が重要であります。このため、都市からの支援

と交流を推進するため、地域住民などとの協働

事業に取り組んでおります。

県民政策部で所管しております主な事業につ

いて御説明いたします。まず、１の中山間盛り

上げ隊派遣事業であります。この事業は、平成21

年度から実施している事業でありますけれども、

中山間地域でボランティア活動を行う人材をあ

らかじめ隊員として登録しまして、集落等から

の依頼に応じて隊員を派遣し、中山間地域の集

落で単独で実施することが困難となった各種活

動を支援するとともに、都市と中山間地域との

人的交流を促進するものであります。事業の実

施に当たりましては、ＮＰＯ法人「みんなのく

らしターミナル」に委託しておりまして、この

ＮＰＯ法人が、受け入れ市町村や集落、ボラン

ティア隊員との連絡調整を行うなど、この事業

を協働で取り組んでいるところであります。今

年度は10月末までに、高千穂町を初め６市町村

で計14回の支援活動に延べ101名の方々が参加し

ております。主な活動内容としましては、集落



- 4 -

道の草刈り、清掃、祭り、神楽等の地域行事の

手伝いなどとなっております。

２の宮崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事

業であります。年間を通じて、地域の魅力や、

地域の宝であります豊かな自然、食、歴史文化、

伝統芸能、農林業体験等を活用しました交流体

験イベントをＮＰＯ法人等が地域住民等と連携

して企画しまして、独身男女の出会いの場の提

供を通じた交流人口の拡大と中山間地域の活性

化を図る事業であります。今年度は、延岡市と

諸塚村で２回に分けて事業を実施することとし

ておりまして、１回目を10月に、それぞれ延岡

市の観光協会と諸塚村商工会が地元の方々を交

えた内容で企画し、協働して事業を行っている

ところであります。

次に、３の宮崎県地域づくりネットワーク協

議会についてであります。中山間地域を含む県

内各地域で、地域づくりに取り組む団体を会員

とする協議会を組織しておりまして、地域づく

り活動に円滑に取り組めるように、地域づくり

に役立つ情報の発信、研修交流会や人材育成な

どを行い、民間の団体等による地域づくりの推

進を支援しております。今年10月末現在で会員

数169団体となっております。今年度は、地域づ

くり団体相互のネットワークの強化を図るため、

県内ブロック別会議や研修交流会、実地指導を

交えた地域づくり団体のリーダー育成、人材育

成事業を実施することとしております。

次に、４のいきいき集落応援事業であります。

集落の活性化に当たりましては、集落みずから

が考え行動する住民主体の取り組みを推進する

ことが必要でありますことから、住民主体の元

気な集落づくりに取り組む集落をいきいき集落

に認定し、その活動を支援するとともに、集落

を対象に研修交流会を開催し、人材の育成など

を図っております。現在、いきいき集落は県内15

市町村、88集落となっております。平成21年度

は諸塚村と高千穂町で、県北・県央地区のいき

いき集落を対象に初めて研修交流会を開催いた

しまして、元気な集落づくりにかかわる講演、

パネルディスカッション、事例発表などを行い

まして、延べ250名の集落の方々が参加し、実施

したところであります。今年度は、12月に都城

市で県南地区を対象に第１回目の開催を予定し

ております。

最後に、５の北ひむかスマートコミュニティ

ー事業であります。ケーブルテレビ事業者や自

治体、各種団体等が連携してケーブルテレビ網

を活用した情報システムを構築し、地域住民の

安全・安心の確保及び利便性の向上を図るもの

であります。この事業の詳細につきましては、

後ほど情報政策課長から説明をいたします。

ただいま説明しましたように、行政のみなら

ず、地域住民や各種団体、ＮＰＯ法人などの多

様な主体と協働による中山間地域の活性化の取

り組みや人材育成にも取り組んでいるところで

あります。

資料の３ページをお願いいたします。中山間

地域集落点検モデル事業についてであります。

まず、１の事業概要ですが、集落の維持活性

化に向けた集落住民と市町村による協働の仕組

みづくりを構築しまして、市町村の実情を踏ま

えた中山間地域対策を推進するため、市町村が

集落支援員を設置して行う集落点検や話し合い

活動に要する経費を助成するモデル事業で、平

成21年度から取り組んでいる事業であります。

具体的な事業内容としましては、①の集落支

援員の設置であります。行政経験者やＮＰＯ法

人関係者など、地域の実情に詳しい外部人材を

集落支援員として設置し、集落支援員が市町村
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職員などとも連携し、集落を定期的に巡回し、

生活状況、農地・森林の状況等の把握を行うも

のであります。②としまして、集落点検を実施

するということであります。①で設置しました

集落支援員と住民が市町村職員等の協力を得な

がら、集落点検チェックシートなどを活用して

集落点検を実施するものであります。その後、

③としまして、集落のあり方について話し合い

を行うというような形の事業であります。

中山間地域集落点検モデル事業による今年度

の実施状況は、２にありますように、都城市、

諸塚村、椎葉村、日之影町の４市町村で合計16

名の集落支援員が、予定を含め設置され、事業

を実施しているところであります。

資料の４ページをお願いいたします。地域振

興５法及び農林統計上の中山間地域市町村等に

ついてであります。

この表自体は５月の第１回の委員会で御説明

したものと同じであります。過疎地域自立促進

特別措置法、いわゆる過疎法、それから山村振

興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法

の地域振興５法の指定地域と農林統計上の分類

によります中間・山間農業地域を一覧にしたも

のであります。図式化したものとして、５ペー

ジに過疎法だけの指定地域、６ページに地域振

興５法の指定地域、７ページに地域振興５法の

指定地域に農林統計上の中間・山間農業地域を

加えた地域と、３つの段階ごとに本県の指定状

況をあらわしております。

それでは、もとに戻っていただきまして、５

ページでありますが、過疎法の指定地域をオレ

ンジ色で示しております。なお、過疎法指定市

町村等の下に括弧書きで平成23年４月１日予定

と記載しておりますけれども、旧北方町・北川

町・北浦町と合併する前の旧延岡市につきまし

ては、特例で今年度まではみなし過疎地域と指

定されておりますけれども、来年の４月には５

年間の経過措置が終了し、旧延岡市の地域が過

疎地域から外れる予定であります。例えば、延

岡市を過疎地域に入れますと、人口が10万人以

上になり、パーセンテージが10％近く異なった

りすることから、旧延岡市についてはこの表で

は除いた形で表示をさせていただいております

ので、平成23年４月１日予定としております。

次のページ以降も同様であります。

右下の表の過疎地域の欄ですけれども、過疎

地域指定市町村の県全体に占める割合は面積

で56.20％、人口で12.57％となっております。

先ほど申し上げたとおり、旧延岡市の人口は除

いたものであります。

なお、この図を見ていただくとわかりますけ

れども、現在の市町村名、例えば高千穂町は、

横長の丸枠で示しておりますけれども、全域が

過疎なので町名もこの色で塗ってあります。南

のほうを見ていただくと、日南市は北郷町だけ

が過疎地域の指定を受けておりますので、日南

市自体は白抜き、こういうような形で表示をさ

せていただいております。

では、６ページをお願いいたします。地域振

興５法指定市町村等の図等であります。５ペー

ジの過疎地域に、さらに山村振興法、離島振興

法、半島振興法、特定農山村法の指定地域を加

えた図であります。過疎地域と重なる部分はオ

レンジのままで、４法により新たに加わる部分

を水色で表示しております。例えば綾町、山之

口町は山村振興法の指定地域、延岡市の島之浦

島は離島振興法の指定地域、旧南郷町―南郷

町とは書いてございませんけれども、串間市の

上のところは半島振興法、門川町、西都市、北

郷町を除く日南市は特定農山村法によるそれぞ



- 6 -

れの指定地域となっております。この結果、地

域振興５法地域の県全体に占める割合は面積

で71.6％、人口で見ますと23.69％となります。

次に、７ページをお願いいたします。この表

が地域振興５法指定地域に農林統計上の中間農

業地域と山間農業地域を加えたものであります。

先ほどと同様、地域振興５法と重なる部分はオ

レンジ、水色のままの表示で、農林統計により

新たに加わる部分を緑色で表示しております。

町名でいきますと、例えば都農町、三股町、旧

小林市、昭和20年代の合併前の町村である延岡

市の南浦町、南方村等が加わる結果、５法プラ

ス農林統計の欄ですけれども、県全体に占める

割合は面積で88.43％、人口で37.92％、これは

平成17年国勢調査の結果であります。

現在、県としての中山間地域の定義は、第１

回で御説明をしたところでありますけれども、

地域指定の考え方は、中山間地域を地域振興５

法の指定地域を基本として、地理的条件に加え、

生産・経済的条件が不利で、各種振興が必要な

地域と定義しておりまして、地域の指定につい

ては統一的な指定は行わず、各分野において各

種中山間地域対策を実施する際、おのおのの対

策の対象とする地域を個々具体的に定めること

としております。

資料でいいますと、６ページが地域振興５法

指定市町村ですので、ここを基本として、事業

の必要性に応じては７ページに示す地域の範囲

まで広げたり、例えば今年度、過疎法の延長に

よっていろいろ指針をつくっておりますけれど

も、過疎対策であれば５ページの地域を対象と

して事業を行っているということであります。

中山間地域というくくりで統一的な地域にいた

しますと、同じ条件不利でありながら、指定さ

れた地域から外れる地域ですとか、本来そこま

での手当てが必要かどうか、例えば一般的に合

意が得られないような地域であっても対象と

なってしまう地域が出てまいりますので、中山

間地域と銘打った事業を行う場合に、仮に狭い

地域が指定された場合は一部の地域を例外的に

追加したり、広い地域が指定された場合には逆

に除外するなどの手当てが必要になると考えら

れます。

また、ごらんいただきましたように、例えば

５ページ、６ページ、７ページ、どれでもです

が、昭和20年代の合併前市町村の単位等で特に

わかりやすいのは７ページでございますけれど

も、20年代の合併前市町村、実際は25年の２月

１日現在の市町村というふうにされております

けれども、農林統計上の地域指定がそういう単

位で指定されておりますので、現状把握におけ

る統計的な数値、それから事業の実績等を把握

する上では、非常に困難ということが予想され

ております。今回、この地図を作成するに当た

りましても、市町村等に尋ねても面積がなかな

かはっきりしない、即答できないというような

状況であります。人口、面積等については、国

勢調査や農林業センサス調査で何とか拾ってい

るところですけれども、それ以外の分野のもの

については、現在の26市町村単位より細かい区

分で統計等の数値を出すのはできない場合もあ

ると考えております。

説明は以上であります。

○金丸情報政策課長 それでは、多様な主体と

の協働事業の一つである北ひむかスマートコ

ミュニティー事業について御説明いたします。

資料の８ページをお開きください。まず、１

の事業内容についてであります。この事業は、

双方向の通信が可能なケーブルテレビ網の特性

を生かして、高齢者の見守りなどの３つのサー
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ビスをテレビを通じて提供することにより、生

活の安全・安心や利便性の向上を図ろうとする

ものであります。まず、（１）高齢者見守りサー

ビスは、テレビ電源のオン・オフやチャンネル

の変更などの情報をあらかじめ指定された家族

などにメールで送信することにより、ひとり暮

らしの高齢者の見守りを行うものであります。

次に、（２）買い物支援サービスは、自宅のテレ

ビで生活必需品等を注文していただき、地元の

商工会等が商品をそろえた上で自宅に配達する

ことにより、買い物が困難な高齢者等を支援す

るものであります。また、（３）生活支援サービ

スは、行政からのお知らせや、防災、休日当番

医、コミュニティバスの運行やイベントなどの

身近な生活情報をデータ放送により提供するも

のであります。

次に、２の事業主体は、延岡市に本社を置く

株式会社ケーブルメディアワイワイであります。

また、３の事業エリアは、同社がサービスを

行っております、あるいは来年４月から行う予

定となっております延岡市など県北地域の２市

４町であります。

なお、米印にありますように、県や地元自治

体、商工団体、社会福祉協議会などで構成され

る協議会を設置して事業に取り組むことしてお

り、10月に第１回の協議会を開催して、今後の

進め方等について協議が行われたところであり

ます。また、事業を進めていくに当たりまして

は、第１回の協議会でも各団体から意見が出さ

れたところでありますけれども、ＮＰＯや地域

住民との連携を強化することはもちろん、多様

な主体にかかわっていただきながら、県内他地

域のモデルとなるよう事業を支援してまいりた

いと考えております。

次に、４の事業費については、9,214万7,000

円でありますが、米印にありますように、総務

省の地域ＩＣＴ利活用広域連携事業に採択され

たことから、全額国費により実施するものであ

ります。

最後に、５の運用開始予定は来年４月となっ

ております。

なお、９ページに事業のイメージ詳細図を添

付しておりますので、後ほどごらんください。

情報政策課の説明は以上であります。

○宮原委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑などございましたらお願いをいた

します。

○緒嶋委員 中山間地域集落点検モデル事業で

すけれども、チェックシートを活用して集落点

検ということになっておりますが、チェックシ

ートを活用して具体的にどのように生かすとい

うことになっておるわけですか。

○山内中山間・地域政策課長 まず、チェック

シートの項目でございますけれども、例えば家

族構成、子供たちが県外に行っている、もしく

は県内の都市部に行っている、帰る予定があり

ますかと。大体、家族としては何となくわかっ

ているのだけれども、そこまではっきりしてい

ない、そういうようなものをずっと各集落の個

人のお宅の、個人情報もあるんですけれども、

そういうものを集計しまして、将来この集落は10

年後にはこんな感じになるというのを具体的に

データで示して、ではどうしようかと。そんな

に人が減るんだったら、例えば、行政区の班長

が３年に１回、回ってくるみたいな形が見えて

くるわけです。ですから、行政区をちょっと広

げましょうかとか、そういうような形で集落点

検モデル事業を利用して、活用していただいて、

どういうふうに集落を今後やっていくんだとい

うことをみずから考えていただく契機にすると
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いうようなことであります。

○緒嶋委員 そういうことは大変いいんですけ

れども、具体的にそういうことで地域がどう変

わるかということまで踏み込んだモデル的な地

域があるわけですか。

○山内中山間・地域政策課長 実は、これは21

年度からの事業でございまして、実際取り組み

を始めたのはことしの１月ぐらいで、本格的に

は今年度実施しているような状況であります。

私が今申し上げたようなものは最終的な効果と

いうんでしょうか、ですから、まずは集落支援

員を設置しまして、点検をしているという段階

で、それから話し合いはしているけれども、す

ぐすぐ結論が出るような問題ではございません

ので、今の段階ではみんなが共通認識を持つと。

市町村も含めて集落の方々も共通認識を持つ。

そして、さあ、どうしようかというところまで

まだなかなか踏み込めていないというのが現状

かなと。ただし、共通認識を持つというのがま

ず非常に大事なことかなというふうには思って

おります。

○緒嶋委員 将来的には宮崎県の長期計画の中

で、こういう集落をどういうふうに存続させ、

生かしていくかということも含めて、基礎的な

資料になると思うんです。県のほうは20年先ま

で想定したような計画を立てるというけれども、

こういう各論的な小さいものから始めて将来を

展望していかにゃ、大きな命題から持っていく

と地域との乖離が出てくると思います。だから、

チェックシートをいかに有効に活用しながら将

来を展望していくかという、ミクロのものから

全体を見ながら進めていく必要があると思うの

で、これは重要なチェックシートになるんじゃ

ないかなと思います。高齢化がますます進む中

では消滅する集落も出てくると、間違いなく思

うわけです。そうなった場合、その地域をどう

いう形で存続させ、またその地域を守っていく

のか、これは地域全体の市町村の問題でもある

わけですけれども、県としてその辺まで含んで

議論していく大きなデータになると思いますの

で、詳細な各集落の、特に中山間地のチェック

シートを活用した将来展望というのを検討して

いただきたいということを強く要望しておきま

す。

○押川委員 市町村が集落支援員を設置すると

いうことでありますけれども、平成22年度には

１市１町２村ですか、ほかの中山間地の中で市

町村の支援員の設置の協議あるいはその状況、

わかる範囲内で結構でありますが、教えていた

だくとありがたいと思います。

○山内中山間・地域政策課長 集落点検モデル

事業は、実際は県の単独事業で実施しておりま

す。もう一点、総務省が進めております集落支

援員と言葉が全く一緒なのでちょっとわかりに

くいんですけれども、国の集落支援員として設

置しておりますところは宮崎市の高岡町―

ちょっとお待ちください。

○押川委員 今、緒嶋委員からも出たんですが、

今後、このモデル事業の中で集落点検あたりを

チェックシートでずっと管理されるということ

でありますから、この事業というものは、県単

事業と国の事業で今後も、モデル事業の結果次

第ではさらに広げていかれるという方向性で理

解してよろしいんでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 いわゆる手を挙

げる市町村というのがまずは必要かなと。この

数が多いか少ないかといういろんな考え方があ

ると思うんですけれども、非常に難しいのは、

さっき緒嶋委員からもお話がありましたけれど

も、消滅するかもしれない集落が出てくるとい
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うのを具体的にデータとして示してしまうとい

うことで、なかなか踏み込めないというところ

が実はあります。ですから、やろうとしても市

町村のほうが取り組まない―取り組むべきだ

とわかっていてもなかなか難しいというのが現

状でして、将来のどうこうというところがちょっ

とお答えにくいところであります。以上です。

○押川委員 今後は市町村の状況に応じて、やっ

てみたいということは市町村に任せればいいと

いうことで私は理解します。そういうことに対

して市町村が手を挙げていくことであれば、今

後は伸びていくのか伸びていかないのかという

ことの範囲がわかれば、それだけお聞かせ願い

たいと思います。

○山内中山間・地域政策課長 当然、それなり

に要望がございますれば、形は変えていきなが

らでもそれはやっていくべきものかなというふ

うには思っております。とりあえず点検モデル

事業ということで今スタートしております。

○押川委員 ありがとうございます。そういう

中で、モデル事業の成果に応じて各市町村にも

連絡あたりは当然やっていただくということで

理解をしたいと思います。

それから、中山間地域の中で、５法指定をさ

れれば中山間地の指定ということで理解してお

りますけれども、そういう中で、中山間盛り上

げ隊派遣事業を21年度からやっていらっしゃる

わけでありますが、西都市の例えば東米良あた

りは５法指定の中に入っているから、西都市か

ら、例えば銀鏡あたりで草刈りとか、盛り上げ

隊の人が欲しいんだがと県のほうへお願いがあ

れば、ボランティアの皆さん方が草刈り事業、

あるいは伝承されております神楽とか、そうい

うものにも派遣されるということで理解してよ

ろしいでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 中山間盛り上げ

隊派遣事業の対象地域というのは、６ページの

地域振興５法を基本としております。具体的に

言いますと、西都市、西米良村については―

西米良村は具体的に要請いただいておりまして

派遣しております。西都市でも要請があれば派

遣すると。ただ、そこあたりは、例えば中間・

山間に類する地域として要望等があれば、現実

的には例えば都城市の中郷村でこの地域に指定

するところに派遣はしております。そこは現在

のところ柔軟に対応しているところであります。

以上です。

○押川委員 西都市の、わかりやすく言います

けれども、穂北地区の椎原という12～13戸の集

落があるんです。ここも高齢化率が恐らく65～66

％、若い人がもうほとんどいないというような

集落の中で、今もまだ草刈り等を自分たちの集

落で男性何名かでやっていらっしゃるんです。

面積も相当広いんですが、そういう集落にこの

間、呼ばれていってちょっと話をした段階です

が、その集落から西都市にお願いしたいんです

がということで要望を上げて、西都市から上げ

ていただいて、連絡が来れば、ボランティアで

も出ていただける方がいらっしゃればそこに派

遣できるということで理解をしてよろしいで

しょうか。

○山内中山間・地域政策課長 委員おっしゃる

ように、そういう形で要請があれば可能であり

ます。ただ、現実、いろいろ運用を見ておりま

すと、私たちのそういうＰＲがまだ不足してい

るのかもしれないんですけれども、受け入れた

ときに、本当にただでいいんだろうかとか、非

常にわかりやすくて恐縮ですけれども、無料、

いわゆるボランティアで、交通費も出ていない

ようですけどというようなことで、それからも
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う一つは、遠慮をされている。内心では非常に

期待をされているんだけど、どういうふうに接

したらいいんだろうというようなこともありま

して、なかなかまだ―一度行ったところは現

在のところ、リクエストが結構あっています。

それともう一つは、やっぱり初対面でございま

すので、市町村の方に最初は立ち会っていただ

きたいということは実行しているところであり

ます。そういうものが充足されれば、要請があ

れば派遣できます。以上であります。

○押川委員 ありがとうございました。

○髙橋委員 中山間地域の定義の関係、今、私

たちが条例をつくろうとしている段階で対象が

非常に気になるんです。線引きをどこかでせな

いかんから、漏れるところもあると思うんです

が、ただ、中山間対策の目的の一つとして限界

集落をどうするかというのがあると思うんです。

例えば、都城市でも限界集落はあると思うんで

す。例えば、酒谷から都城の尾平野近く、あそ

こは条件的に厳しい地域だと私は思うんですが、

宮崎市でも、合併しましたので、田野とか高岡

とか、山間部に行けば限界集落はかなりあるん

じゃないかと思うんです。そういったところを

県として―私たちも条例をつくる段階で

ちょっと悩ましいんです。市町村単位でくくる

と、そこは除外になってしまうわけでしょう。

市町村が主体的に事業を実施すべきところなん

でしょうけれども、県としてそういうところは

どういうふうにとらえていらっしゃいますか。

難しいでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 どういうふうに

お答えしていいか、ちょっと……。答えは多分

合っていないかもしれないんですけれども、ま

ずイメージというのは、基本的には過疎かなと

いうふうには思っております。ただ、今おっ

しゃったように、日南市の酒谷は厳しいという

状況も把握しております。最終的にはどこかの

行政区もしくは農林統計上のもの、何かよると

ころにしないと、点で指定をすると、点という

のは一体どこまでなのかというようなことにな

りまして非常に難しいかなと。いわゆる法律、

地域振興５法が指定されている地域というのは

きちんと整理されているので、ただ、市町村界

が山村振興法では昔の市町村であったりするわ

けですけれども、中間・山間農業地域も農林業

センサスのもとで指定された地域というような

ことで、どこかに線を引かざるを得ないので、

特定のところは確かにいろいろあるとは思いま

すが、しかし、どこかでやっぱり線引きをせざ

るを得ない。ちょっとお答えになっていないか

もしれませんけれども、そういうふうに考えて

います。

○髙橋委員 尋ねる私もなかなか整理がついて

いないところもあって聞いてみたところですが、

どこかで線引きしなくちゃいけないというとこ

ろで、また委員の中でも協議したいと思います。

先ほどからあります集落支援員、先ほど課長

の説明で、いわゆる行政区の再編、こんなとこ

ろまで助言をされるのかどうかわかりませんが、

聞いてみますと、名前は支援員だけど、調査員

なのかなと思ったりするんです。そこの集落が

合併するかどうかはその集落の方々が決めるわ

けであって、ああしなさい、こうしなさいとい

うことにはならないと思うんです。私、説明を

聞きながら、それぞれの集落には自治会長がい

らっしゃるわけですから、ここが何かうまく集

落支援員になり得る方向性がつくれないのかな

と思ったりしたところです。確かに、限界集落

で高齢化が進んで役員をする方がいらっしゃら

なくて、実際に自主的に合併しているところが
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あるんです。うまくそこをコーディネートされ

るのが、私は最初、集落支援員かなと思ったん

ですけれども、やはり権限からすると、行政と

か、あるいは実際そこに住んでいらっしゃる自

治会長さんたちが連携をされてやるべきなのか

なと思ったところです。集落支援員はまだこれ

からなんでしょうけれども、数がかなり少ない

ですね。実際、22年度から実施されたというこ

とでしょうけれども、今からどんどん集落支援

員の設置人数というのは増加する方向で検討さ

れているんでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 徐々にではあり

ますけれども、増加はしております。先ほどの

市町村単独による設置でありますけれども、宮

崎市が高岡地区で専任が２名、田野地区で兼任

が２名となっております。西米良村で専任が１

名、諸塚村は兼任を約15名ということで報告を

受けております。諸塚村はちょっと特別かなと。

今、髙橋委員がおっしゃったように、実は市町

村の考え方というのが非常に大きい。公民館長

さんを兼務させて、兼務に当たっては当然こん

なこともしてくださいねというようなことでお

願いをしているようです。ですから、位置づけ

るかどうか。通常ですと、いわゆる区長さん、

自治会長さん、いろいろな呼び方がございます

けれども、地区の取りまとめであったり、簡単

に言うと集金だったり、広報紙を配布するもと

であったり、いろいろあると思うんですけれど

も、それに、ここで申し上げるような事業内容

を加味したもの、例えば高齢者のお宅の状況を、

チェックシートまでは使わないんだけれども、

集落の現状を把握するというようなことをお願

いをしている、一応それを兼務ということでやっ

ておられるところもございます。そこは国のほ

うは幅広くとらえておりまして、そういうもの

についても集落支援員という呼び名で、逆に言

うと、調査員だというような分野も多少あって、

要するに、現状をまず把握せないかんという物

すごく強い考え方のもとで進められております

ので、兼務の中には、今おっしゃったような調

査員的な分野も強いところもあると思います。

集落のチェックシートというのも、先ほどは

ちょっと説明が不足しましたけれども、チェッ

クシートを例えばアンケート方式に変えている、

そこは市町村のやりやすいように工夫をして

やっていただいている分野もあります。ただし、

チェックシートというのは、国の過疎問題の懇

談会のほうでひな形は示されています。それを

多少アレンジするというところは余り制限せず

にやっているところであります。数としては徐

々にふえつつあり、そういう状況を市町村のほ

うでも感じているところかなというふうに思っ

ております。

それから、補足でございますけれども、地域

指定について先ほど非常に悩ましい問題という

ことでお答えをしたところですけれども、現在、

私どもは、地域振興５法を基本としてという定

義づけで、事業によっては足したり多少狭めた

り今のところやっているというところで、地図

上では指定していないというのが現状でありま

すから、余りお答えにはならないかもしれませ

んけれども、一応、地域振興５法を基本として

いるというところであります。以上です。

○髙橋委員 ありがとうございます。地域指定

については、私もこの前も県外に調査にいきま

して、いわゆる漁村、たまたま行ったところが

過疎法に引っかかっているからくくれていたん

ですけれども、漁村は中山間地域じゃないです

ね。そういったこともありまして、いろいろと

勉強したところであります。
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最後に、北ひむかスマートコミュニティー事

業、大変興味深く聞かせてもらいました。いろ

いろと期待されるもの、特に買い物支援サービ

スは今から求められる事業だと思っているんで

す。これは受益者負担とかあるんでしょうか。

○金丸情報政策課長 まだ今からどういう形で

やるというのは決めていくところですけれども、

基本的には、有償サービスと無償サービスがあ

るということで、事業者は今のところ有償で考

えているようです。ただ、事業者と話をしてい

るのは、ある程度のパイといいますか、量がふ

えてくれば、それは受益者から取るのではなく

て販売者側から手数料を取ると。利用者ではな

くて、商工会や会議所、商品を提供する側から

手数料を取る、そういうやり方もあるんではな

いかということを提案していまして、今後この

協議会の中で検討していきましょうと。実は、

よその事例を言いますと、配達料で500円取って

いるという事例がございます。ただ、それはや

はり非常に負担が重い。例えば、1,000円と

か2,000円の買い物で500円も負担させるのかと

いうのがありますので、その辺を例えばボラン

ティアのネットワーク、あるいは見守り支援の

ネットワークがありますので、そういったとこ

ろが活用できないかを今後、具体的に協議して

いきたいというふうに思っております。

○髙橋委員 ちょっと理解しにくいところが

あったんですけれども、販売者側から手数料を

取るというのはちょっと……。販売者側から取

るとおっしゃいましたね。

○金丸情報政策課長 商品を供給する側、これ

は例えばカードなんかがそうですね。それを利

用することによって販路が拡大できるわけです

から、例えば100円のものを売ったら５％を運営

する側に下さいよと、そうすることによって購

入する側に負担をさせないというやり方がある

のかなと。

○髙橋委員 それをやったら売る側は参加せん

のじゃないですか。

○金丸情報政策課長 その辺が見きわめどころ

でして、例えば、中だけでやっていると、今よ

く言われるのは商工会が何のためにあるんだと

か、商工会に入っていても自分ところの商売と

いいますか、売り上げ増にはつながらないと。

例えば、ネット販売に参加することによって売

り上げ増につながりますよというようなところ

が見せられれば、ある程度理解してもらえると

きも来るのかなというふうには思います。

○髙橋委員 一番いい方法を考えていただける

と思うんですが、一つは福祉という観点も加え

ていただければ、莫大なお金はつぎ込まんでも

少額の―受益者も持ってきてもらうわけだか

ら、ある一定の手数料といいましょうか、折り

合うところの額で話をされたらいいのかなと

思っています。

○金丸情報政策課長 そういうこともあります

ので、例えば社会福祉協議会が配食サービスを

やっているところもありますので、それと一緒

にできないかとか、あるいはコミュニティバス

を運行しているところは、コミュニティバスで

例えば公民館まで配達できないかとか、いろん

なことを、２市４町それぞれごとに状況が違っ

ていますし、実際に今取り組んでいるところも

あります。日之影町商工会であるとか、美郷町

の西郷かどこかだったと思いますが、美郷町の

うちのどれかの商工会だと思いますが、先行的

に電話でやっているところもありますので、そ

こら辺のノウハウといいますか、成果と課題と

いうのを分析しながら、どうやっていくのが両

方丸くおさまるといいますか、やりやすいのか
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ということを考えていきたいと思います。

○髙橋委員 ぜひ、これは成功させていただき

たいなと思っているんです。先ほど手数料をサ

ービスを受ける側もと言った意味は、だれでも

かれでも頼んでしまうんですね、ただであれば。

家族が近くにいるのに利用されたりとかいらっ

しゃると思うので、何らかのめり張りをつけら

れたらいいのかなと思います。意見です。

○黒木正一委員 北ひむかスマートコミュニテ

ィー事業に関連してでありますけれども、中山

間地で特に高齢者の１人世帯とか２人世帯で要

望が多いのは、やはり買い物とか、そういった

もののサービスを今後どうしていくかというこ

とが多いんですけれども、そういう中で、デジ

タル化に対応したケーブルテレビ網をいかにほ

かに有効に利用するかということでこの事業が

あるというふうに理解しているんです。ケーブ

ルで結ばれていない地区、例えば西臼杵で言え

ば高千穂、日之影はこのエリアに入りますけれ

ども、五ヶ瀬が入っていない。日之影もケーブ

ルはしていないですね。今後は、中山間地域で

こういう事業に取り組もうとしてもできないと

ころが出てくる可能性があるんですけれども、

そういったところは何かほかの対応といいます

か、そういったものが考えられるんでしょうか。

○金丸情報政策課長 とりあえずケーブルテレ

ビ網を利用してということでこの２市４町なん

ですが、実は、椎葉村、諸塚村についても最初、

別な提案がありまして、椎葉村、諸塚村は村営

テレビになっておりますので、一緒にできない

かという検討は今年度の当初にしたところであ

りますけれども、事業者と地元自治体との協議

が調わなかったので、今回、対象地域外として

ケーブルメディアワイワイのサービスエリアに

限定したところであります。ただ、今、宮崎情

報ハイウェイ21がつながっていますので、これ

を例えば椎葉村、諸塚村でサービスすることは

技術的に無理なのか。ケーブルネットワークが

椎葉は全世帯できていますし、諸塚は今やって

いる最中なわけですから、そういったことは今

後検討していきたいと。また、高千穂、日之影

は現在工事中ですので、来年４月からは全世帯

がネットワークになり、開始するというふうに

思っております。これはあくまでケーブルテレ

ビ網の有効活用ということなので、こういうネッ

トがないところについては、例えば日向市にお

いては日向市内のあるスーパーマーケットが独

自に買い物支援サービスをやっておりますし、

そういうのをどう展開していくかということに

なっていこうかなと思っております。

○黒木正一委員 無線の利用とか、いろいろそ

の地域によって、状況に応じて、こういうよう

なサービスを考えていくと思っていいですか。

○金丸情報政策課長 あくまでも情報通信網を

活用してどうするかということでいきますと、

ほかの、例えば携帯電話であるとか、そういっ

たものからもできないのか。ただ、今回はあく

まで国の委託事業でケーブルテレビのシステム

を使うということに限定しておりますので、そ

れはまた次の段階で市町村にそういう話が出て

くれば考えてみたいと思っております。

○坂口委員 今のに関連して、見守りサービス

の電源・チャンネル変更状況、これは例外的に

悪意に考えればなんですけれども、安否情報を

それだけに頼ると、だれかそれを操作すればそ

こは安否確認ができたということで受けとめる

という、事件性なんかを言っているんですけれ

ども、そういう部分がありますね。さっきの説

明では、ケーブルテレビの双方向通信機能を利

用してとなるわけですから、単なるチェックと
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いうのは片側通行ですね。双方向というのは、

相手を実際確認できるという、もうちょっと広

い意味だと思うんです。そこらまでいかないと

いけない。ちょっとこれは思わぬ欠陥があるん

じゃないかなという気が一つするんです。

それと、買い物なんですけれども、特に高齢

者の買い物というのは現物確認なんですよ。極

端な場合は、においをかいだりしてしか口に入

れるものは買わない。そこでキャンセルなんか

のときはどうなるのか。それと、こういったネッ

ト販売というものが実際、経営に成り立つだけ

の需要が出てくるかというようなところはどん

なぐあいに見通されていますか。

○金丸情報政策課長 まず、最初の見守り確認

につきましては、これから市町村とやらなきゃ

いけないんですが、安否情報を家族と市町村の

福祉主管課に送っている、あるいは社会福祉協

議会に送っている例がございます。安否確認の

メールが来なかったら職員が自宅を訪問すると

か、あるいは公民館長さんなり民生委員の皆さ

んが訪問されて確認するというような取り組み

をやっているようでございますので、その辺を

参考にしながら、家族にだけ行くのか、あるい

は家族に行って家族が役場に連絡するとか、そ

ういう生かせる仕組みというのはアナログのほ

うでつくっていかなきゃいけないかなと思って

います。

それから、ネット販売につきましては、あく

までもこれは希望する方はそういうふうにでき

ますよということで、商工会を通じてと言って

いるのは、対面販売も当然ありますので、それ

とのセットで選択可能性を生かすと。実際に延

岡市でこれをやると言ったら、いや、自分は要

らない、せっかく買い物のために外出するのが

楽しみなのに、できなくなるのかと誤解もあり

まして、それができるような仕組みをつくりま

すということで、あくまでも希望者あるいは登

録者がやりますよということでございます。

それから、今、坂口委員からありました返品

だとか、そういうものについて、あるいは現金

決済をどうするかについても先行事例がありま

すので、それを参考に今後、具体化していきた

いというふうに思っております。実際にケーブ

ルメディアワイワイは、何年か前に延岡市内で

ネット販売をやった実績がありまして、それが

うまくいかなかったということで、今回これを

使って前回の反省も踏まえてうまくやれる方法

はないかということを社でも今考えているとい

うところです。

○坂口委員 最初のメールをその人が確実に発

信したものだというところまで確認できれば心

配はないと思うんです。だれでも簡単にボタン

を押せば通信できるとなれば、例外的な事件性

なんかを言っているんですけれども、ここには

安否が確認されたと思い込むというリスクを

持っていないかというのが一つです。

それから、後のは、前に不振だったことを検

証して、さらに改善した販売のあり方というも

ので、最終的には商売が成り立つか成り立たな

いかだと思うんです。やってみて、これは全然

商売にならんわということで、また途中でやめ

られたら、結局はいい迷惑で、だからそこらの

見通しがどうかなと。高齢者相手あるいは中山

間地域相手の商法としてはすごく難しい方法だ

なという心配を持ったものですから、ここらは

十分今後検討していただきたいということを要

望しておきます。

山内課長のところのさっきの点検モデル事業

ですけれども、一般的な支援の業務と、ある程

度調査業務的な部分というのに仕分けるべきだ
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と思うんです。特に調査的な業務で、先ほど緒

嶋委員からも出ましたように、長計絡みの調査

なんかに入っていくとしたときに、将来予測、

あるいは生活の糧、あるいは贈与なんかも含め

た財産の将来の考え方は、極めて秘匿性の高い

個人情報ですね。ここらに対してはやっぱり守

秘義務が身にしみついた人でないとだめだと思

うんです。どういう人がだめだとは言えないけ

れど、そうなるとおのずと行政経験者、行政と

思うんです。市町村任せですよ、あるいはやり

たいところはたくさん支援員をこさえてもいい

んですよという、理想的ではあるんですけれど

も、そこはしっかりした整理をしておかないと、

特に厳しい長計なんかに結びつけるような結果

とか、個人の健康状況とか、内部でのいろんな

もめごとといいますか、問題事、こういったも

のについては徹底して情報が保護できるという

ようなものを前提でこの支援員は指名というん

でしょうか、指定というんでしょうか、やって

いかないといけない。これはやっぱり２つに分

けて考えるべきじゃないかなと思うんですけれ

ども、そこらはどんなぐあいにとらえられてい

ますか。

○山内中山間・地域政策課長 まさしく委員

おっしゃるとおりかなというふうに思っており

ます。今の段階では、まず共通認識をできるだ

け持ちましょうというところが先行しています。

その中でも、委員おっしゃるように、そこまで

うちの家族構成を聞いてという話が既にもう出

ております。家族構成でもそうですし、健康状

態になるとまたそうですね。そこも逆に言うと、

市町村がなかなか踏み切れないところかなと。

ただ、全体的にはやっぱりやっていくべきなん

だろうと。将来形としては、調査主体、もしく

は話し合いまでいくという、段階を追った仕組

みがいいのか。それとも、せっかくやるならあ

る程度の完結型でないと事業が中途半端に終

わってしまうというようなこともありますので、

十分検討してまいりたいし、この集落点検モデ

ル事業については、やっぱりそういうのがある

んだということは、事業説明会、例えば担当者

会議や課長会議を通じて周知しているつもりで

ありますけれども、またさらに強調してまいり

たいと思います。以上です。

○坂口委員 そこだと思うんです。最終的には

これはどうしても必要な事業と思うんです。市

町村の任意性で、いや、うちはそういったとこ

ろにはちょっとさわりたくないなという警戒感

は当然どこも持つと思うんです。やっぱり全市

町村が取り組むことが僕は必要だと思うんです。

とりあえずこの部分だったら完結できるんじゃ

ないか、２～３年の中期計画ぐらい、そういっ

たものをぜひ市町村に一括お願いして、どこも

取り組んでもらえるというような部分、そこで

まず感覚をつかんでいただいて、この次は将来

のためにこういうことまで必要じゃないかとい

うことをまず市町村側に必要性を認識してもら

うという進め方で、必要だけれども、余り焦ら

ずに、やるからにはみんながその必要性を認識

して、積極的に市町村がおのずから取り組んで

いけるというような、まずはそういう考え方を

醸成していくというんでしょうか、焦らずにやっ

ていったほうがいいような気がするんです。ま

ずは完結できるものをぜひお願いするよという

ことで飛びつかせておいてというのが必要なよ

うな気がするんです。

○山内中山間・地域政策課長 委員おっしゃる

ように、例えば今の考え方としましては、実際

取り組んでいる町村の、今年度ようやく本格的

に取り組んでいるところですので、どういうふ
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うにやったんですよとか、うちはこういうふう

にやりましたというような事例発表というんで

しょうか、そういうものを通じて周知を図って

いくのかなと。ただ、やっぱりどうしても焦る

んですけれども、おっしゃるようにじっくり構

えていきたい。手法としては、事例を直接やっ

たところからほかの市町村に対して説明する機

会をまた別途設けていきたいというふうに考え

ております。

○黒木覚市委員 ちょっと将来のことを考える

と、今、ＴＰＰ―貿易の関税撤廃、これが非

常に話題になっていますね。輸出産業について

はこれは大歓迎だと思います。我が国は輸出産

業で伸びてきた、これはだれしもわかることで

ありますけれども、我が県は特に第１次産業、

農林業が基幹産業と言ってもいいぐらいです。

そうしますと、中山間に今後これが一番影響す

るんじゃないか、それを心配するんです。とい

いますのが、完全撤廃されますと、やっぱり農

林業には大きな影響が出てくる。ただ、いろい

ろ内容を聞いていますと、政府関係が今やって

いますけれども、一つの農林業部門だけを外す

ことは難しいとか、いろいろ言われていますね。

そうなりますと、全般的に影響してくる。そう

しますと、中山間はもう成り立ちません。ほと

んどが農林業の基幹作物ですから。これが非常

に怖いなというふうに思っているんですが、皆

さんはその辺のどういう受けとめ方をしていま

すか。

○永山総合政策課長 おっしゃるとおり、我が

県にとっては極めて重要な課題だというふうに

思っています。ＴＰＰで基本的には関税障壁が

なくなるということですので、農林水産業、及

び本県はその加工業がかなり盛んですから、そ

こについても非常に大きな影響があるだろうと

いうふうに思っています。一方で日本は通商国

家ですので、どうやってそれをうまく調整して

いくのか、あるいは参加しないのかということ

で、かなり高いレベルの判断が必要だというふ

うに思います。それを判断する際には、国民の

食料をどう確保するのかということもあります

し、今、委員から御指摘があったように、地域

をどう守っていくのかという観点から、かなり

高いレベルで国で判断をする必要があると思い

ますし、県としても知事会等とも連動しながら、

さまざまな動きはやっていく必要があるのでは

ないかというふうには思っております。まだ個

別具体的に検討が進んでいるわけではありませ

んけれども、かなり大事な問題であるというふ

うな認識はしております。

○黒木覚市委員 今言われるように、これが参

加、あるいは決まっていくと、もろに中山間は

もたないんです。我々はいろんな意見を出しま

すけれども、やっぱり非常に厳しくなって、ま

ずはそこに人がいなくなる。基幹産業がなくな

るんですから、まず人口減が一番怖いわけです。

何とか我々もこれがうまく解決できるように

願っているところですが、県としても、我が県

は農業県ですから、知事を通じてそういうこと

を国のほうに強く申し上げてほしいというふう

に思います。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。ほかにございませんか。

○前屋敷副委員長 先ほどから、安否確認、見

守りの活動の点が出ていますけれども、せんだっ

て県外調査に入ったときに、これは鳥取県だっ

たんですけれども、見守りを地域で行うという

ことで民間企業との連携といいますか、民間企

業と自治体とで協定を結んで、いろんな宅配の

会社であるとか、牛乳配達の事業所であるとか、
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食品、生協あたりとか、農協も含めて、そうい

う事業所と自治体が提携をして、毎日の事業活

動の中で見守りをしていくということで、かな

り危険な事態が発覚したという実績が示されて、

地域のメディアもそれをとらえて県内に報道す

る、そういう事業も含めて報道するということ

を紹介していただいて学んできたところです。

鳥取では今、32業者と提携がなされていて、実

際、日常的にそういう活動が行われているとい

うことで、非常に効果が上がると。ケーブルテ

レビを使ってということも一つの方法であるこ

とは確かなんですけれども、身近な生活の中で

こういうことができるという点では大いにこれ

も取り入れる必要があるんじゃないかなという

ふうに思ったところなんですけれども、その辺

あたりについてはどうでしょうか。今後の検討

課題としてはなかなかいい―予算は若干、50

万円ぐらいはかかっているようだったんですけ

れども。

○山内中山間・地域政策課長 委員おっしゃる

ように、見守りというのはどうしても必要なこ

とだと思います。現時点においては、例えば廃

棄物、そういうものについては郵便局との協定

とかもあるようでございますけれども、人に対

するものについては、従来の自治公民館組織、

もしくは民生委員、それからお隣近所という形

でしか仕組みとしては―もちろんすべてを把

握しているわけではございませんので、ちょっ

と福祉的なサイドもあろうかなと思いますので、

市町村によってはあるかもしれませんけれども、

非常に重要なことかなと。

今やっている事業の中でいきますと、例えば

中山間盛り上げ隊派遣事業というのはあくまで

も要請に応じて行くという形にしておりますけ

れども、例えば、まだ現実には実現しておりま

せんけれども、ここに企業を入れて、見守りと

は少し違うかもしれませんけれども、特定の町

村もしくは特定の地域に対して支援をしていく、

人的交流から含めてやっていくんだというよう

な仕組みもあり得るのかなと。今の制度をちょっ

と拡大するというんでしょうか、費用の負担、

その辺はまだはっきりわかりませんけれども、

そういう形で今の事業の中では対応可能かなと

は思っております。もちろん受け入れ側、それ

から募集しても企業が参加しないといけません

ので、企業の社会的貢献活動としてやれれば可

能性はあるかなというふうには思っております。

以上です。

○前屋敷副委員長 ぜひ、研究もしていただい

て、具体的な例でも効果が上がっていることを

示されていますので、最近テレビのＰＲの中で、

宮日新聞社がそういう見守り体制に入っている

という報道を若干聞いたことがあるんですが、

あれは主体的な活動だと思うんですけれども、

そこはやはり自治体と一体となって見守りをす

ると。中山間地に限らず、宮崎市内でも高齢者、

ひとり暮らしの世帯で亡くなった方というのが

何人か発覚したという問題も聞いていますので、

どの程度に広げるかというのもあるんでしょう

けれども、ひとつ研究していただきたいなとい

うふうに思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

ないようでしたら、私のほうからいいでしょ

うか。きょうの一番最初の推進本部の体制とい

うところでまず聞かせてほしいんですが、会議

をされたのが平成22年が２回、平成21年が１回、

平成20年が１回ということで報告をお聞きした

ところなんですが、中山間地域というのは県の

施策の中でも中心的な項目に挙げられていると

いう状況でありますので、回数は、時間をかけ
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てじっくりと協議をされればそれでいいかなと

思うんですが、ちなみに、２回、１回、１回と

いうこの会議の中身なり、その時間というのは

どのぐらいかけられたのかをまず聞かせてほし

いなと思っているんですが。

○山内中山間・情報政策課長 推進本部の会議

の開催内容ですけれども、20年度から取り組ん

でおりますので、20年度の当初は、中山間地域

対策に関する今後の取り組み、具体的に言いま

すと、どんな課題があり、どういう施策の体系

にする、それに対して当初は各部各課、市町村

等にヒアリングを通して、こういうふうにまと

めていきたいというような内容、それから中山

間地域における集落の現状についてということ

で、集落調査を今年度の第１回の委員会で報告

をさせていただいた結果がちょうどまとまった

ので、その報告をして共通認識をしております。

そしてあわせて、いきいき集落という事業名称

を募集するという、そのときはまだいきいき集

落という名称ではございませんで、元気な集落

づくりに取り組む市町村の名称募集というよう

な面に取り組みますよということを議題にして

やっております。

２回目は20年12月に、県庁の関係各部、それ

から市町村のヒアリングを通して見えてきたも

ので体系化、いわゆる３本柱という、集落の活

性化、日常生活の維持充実、産業の振興という

ふうな方向で取り組みましょうということを決

定しております。あわせてその時点での中山間

地域対策の各部の取り組み状況、体系化をした

というのはもちろんあるんですけれども、現状

としてそういうものに取り組んでいるというこ

とについての報告をしていただいております。

21年度は、体系化したものに対して具体の事

業が並んで、１回目で主な事業ということで御

説明をして、御記憶にあるかどうかわかりませ

んが、具体の事業を３つの柱に向けてさらに細

分化したものもありますので、例えば集落の活

性化についてはいきいき集落応援事業に取り組

む、そういうような例示で進行状況の確認と、

こういう体系でやっているということで、年度

がかわりましたので、再度そこあたりの確認を

しております。そして、21年度は過疎法が延長

されるかどうかというのがわからなかったもの

ですから、そういう動きについての情報共有を

しております。さらに、県庁内の関係各部が本

部会議で認定されれば応援しますよという地域

創造計画の認定を議題として掲げ、そこで審議

をしたところです。

今年度につきましては、先ほど御説明をしま

したけれども、３つの柱、集落の活性化、日常

生活の維持充実、産業の振興プラス鳥獣害対策

と、産業の振興の中で取り組んではきたわけで

すから、それを４つにするのか、産業の振興の

中でやるのかという考えはあるんですけれども、

やっぱり非常に重要な問題であるということで

４つの柱にしますということで決定をしました。

そして、今年度は過疎法が延長されたものです

から、過疎地域自立促進方針という県の方針を

定めないといけませんということで、まず内容

の説明を差し上げて、関係各部の協力を依頼し

たというようなことで、時間については、余り

記憶しておりませんので、申しわけありません。

そういう内容であります。

○宮原委員長 次に、この図を見せていただい

て、構成の中で一番下に地域委員会という形が

ありますね。鳥獣害はまた別の形に、横にはみ

出ている形になっていますが、地域委員会とい

うこの組織の委員のメンバーを見たときに、内

部の方だけというような状況になっています。
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鳥獣害になると構成が、市町村が入って、農協

が入り、共済が入り、森林組合、猟友会、集落

代表という形になっていますので、他県のとこ

ろも見せていただいたところで、やはり市町村

やＮＰＯなど、幅広い声が届いて施策に位置づ

けることが一番望ましいんじゃないかなという

ふうに思っているんですが、そういうような形

が必要ではないかというふうに思うんですが、

どう考えられますか。

○山内中山間・地域政策課長 地域委員会は、

先ほど御説明しましたように、支庁長、各農林

振興局長で、おっしゃるような形としてもその

声を―地域委員会の委員長である振興局長等

については別途、各出先機関の長で構成をして

おります地方連絡協議会というところの事務局

でもありまして、農林振興局に局長以外に職員

がおりまして、そこで所管する分野等、例えば

県税、保健所、そういうところからいろいろ要

望、もしくはそこで抱える課題、当然のごとく

市町村を通じたり、団体を通じたりした課題、

問題というのは把握しているんだろうと思うん

です。ですから、それを別途また会議として開

催するということにつきましては、この中でや

ろうとすると日程調整等も含めて難しいのかな

と。鳥獣被害対策特命チームについては、その

関係者だけを集めて、事業を推進していくとい

う形で、意見というよりも共通認識を図って一

緒にやっていきましょうという仕組みです。地

域委員会は本部のもとに置くという形で整理し

ておりますので、地域の実情をどういうふうに

反映していくかというのは検討課題ではあると

思いますけれども、今の組織としてはそういう

形で酌み上げているという整理をしております。

○宮原委員長 今言われることは大体わかるん

ですが、鳥獣害の特命チームができたというこ

とは相当せっぱ詰まっている状況があったとい

うことで、７地区にきれいなこういう形で動い

たんだろうというふうに思うんです。他県も見

せていただいて、地域地域でそれぞれ課題が多

少違ってくるという部分がある。県北と県南で

は、私ども調査させていただいて、椎葉であっ

たり諸塚であったりという地域と、県南のどっ

ちかというとそこよりはまだいいというところ

で、大きな課題としては一緒なんでしょうけれ

ども、やっぱり細かな部分になると多少違うの

かなというのが感じられます。今回調査させて

いただいた中では、地域単位で協議会を立ち上

げていただいて、その中で地域のいろんな声を

吸い上げるというような、検討なり、もう実施

されているところもありますので、そういうこ

とを行ってはどうかなと。鳥獣害がこういう形

でできるわけですから、やはり施策全体を動か

すとしたらそういうような形を―これは時間

もかかるし、今言われた日程調整も必要だと思

うんですが、その地域を守らなければならない

ということであれば日程調整はできないことは

ないというふうに思うんですが、そういったこ

とをやったらどうかというふうに考えますが、

いかがでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 鳥獣害につきま

しては、先ほど申し上げましたように、特定の

課題に対して共通認識を持って、実際に実施し

ていくんだというところがあります。今、委員

長がおっしゃるように、確かに地域地域によっ

て課題は当然のごとく違います。日向入郷と南

のほうが同じかというと、そんなことはありま

せん。そのあたりにつきましては、先ほど申し

上げたような形で、意見、課題というのは把握

しているというふうに今は考えております。

○宮原委員長 それでは次に、多様な主体との
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協働による中山間地域活性化の取り組みと人材

育成という点で、人材育成ということについて、

鳥取県のほうでも限界集落的なところにも寄ら

せてもらったんですが、やっぱり一人の立派な

リーダーがおられて、その方が一生懸命取り組

んでいる間は何とかかんとか動いたとしても、

その方がいなくなるなり、亡くなるとか、そう

いう状況になると、リーダーがいないわけです

から、途端に衰退するということも考えられま

す。この前の調査と違って、黒木正一委員と石

川県羽咋市の神子原地区というところに行かせ

てもらいました。米１俵が４万2,000円で売られ

るところです。１万円にしかならないところが

４万2,000円で売られる地区で、そこはすばらし

いリーダーがいらっしゃいました。その方がい

らっしゃらなくなったら心配だなとは思ったん

ですが、その方も、その地域を次の人たちに任

せていきたいというような話がありました。そ

ういったすばらしいリーダーも必要ですが、必

ずしもその地域地域にすばらしいリーダーがい

らっしゃるかどうかというのは微妙だというふ

うに思いますので、これは岡山県でやられてい

ましたけれども、集落アドバイザーを育成する

とか、中山間地域にすばらしいリーダーを置い

て、リーダーの養成の講座を県がやるとか、行

政の職員が講座を開きながらやっているという

事例があったようなんですが、こういったこと

についての人材育成という点では、県として現

在どのように取り組んでおられるのかというこ

とをお聞かせ願えませんか。

○山内中山間・地域政策課長 まず、具体的に

取り組んでいる事業としましては、いきいき集

落応援事業、ちょっと説明が不足しましたけれ

ども、研修交流会という形で―いきいき集落

というのは集落自体で何かに取り組もうという

形で、当然そこにはリーダーがいるわけであり

ます。そのリーダーの方々に事例発表をしてい

ただいたり、パネルディスカッションを通じて

意見交換をしていただくということを通じて、

それをまた聞いていただくことによって一定の

人材育成というふうに位置づけております。ま

ず、それが一つです。

それから、地域づくりネットワーク協議会と

いうのがありまして、具体的に、今年度は人材

育成事業としまして、別途講師を呼びまして、

日程を２泊３日で２回ぐらい、座学と実地研修

をするような形で、もともと地域づくりをいろ

んな形でやっていらっしゃる方の中から、後継

者を育てないといけない、もしくは新たにリー

ダーを育てていかないかんということで、研修

会というんでしょうか、そういうことを今、計

画をして、実際、講師にも当たって日程を決め、

来年の２月初旬ぐらいだったと記憶しておりま

すけれども、そこで取り組むこととしておりま

す。

それから、これは派生的でございますけれど

も、中山間盛り上げ隊派遣事業の中において、

実際受け入れた集落にも当然だれかリーダーが

いて、受け入れましょうというようなことになっ

ているわけですけれども、そのリーダーの方が

逆に、私たちも来てもらうばかりではなくて隊

員に登録してというような形で生まれておりま

すので、間接的ではありますけれども、そうい

うリーダー育成につながっているんではないか

なというふうに考えております。

○宮原委員長 次に、先ほど説明もありました

が、中山間盛り上げ隊派遣事業ということで14

カ所に101名が参加してくださっている。地域に

こうやって行っていただくということはすばら

しいことだと思うんです。ただ、場所によって
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は、欲しくてもそこまではちょっとというよう

な、多分、椎葉の一番奥なんか、私どもも行か

せてもらったことがあるけれども、福岡に行っ

たほうが近いというような状況のところがあり

ますね。一回行って溶け込むと、再度呼ぶほう

も呼べる、行くほうも行きたがるということに

なるんでしょうけれども、人材の確保というの

は、要請があったときには必ず送り込めるだけ

の状況がそろっているかということについてま

ずここでお聞かせいただけますか。

○山内中山間・地域政策課長 例えば、要請が

５名ありましたら、５名確実に集まっていると

いうところがない場合もあります。逆に言うと、

５名なのに10名応募があったというのもありま

す。それはやっぱり場所です。おっしゃるとお

り、今現在、派遣させていただいているところ

は、市町村からいくと、西米良村、日之影町、

高千穂町、五ヶ瀬町、日向市、都城市とござい

ますけれども、その市町村の中でも中心部から

結構離れているところもあります。そうすると

前泊しないといけない。もちろん、そのあたり

は地元の方も、無料で泊まれる公民館等を用意

していただいて対応はしているところです。そ

れから、宮崎市を中心に隊員登録がある程度さ

れているという現状からすると、完全に充足し

ているとはまだ言い切れない状況であります。

○宮原委員長 直接、今言われた人数を派遣す

るというだけのことではないんですが、先ほど

言った石川県の羽咋市というところで、安全に

高齢化が進んでいた地区なんです。高齢化が進

んでいた地区だから、当然だれも住まなくなる

ということで空き家がいっぱいあいてきだした

ということなんですが、先ほど言われたリーダ

ー的な方がおられて、「朝ズバッ！」なんかでも

取り上げられた地区みたいなんです。空き家が

ある。その空き家に勝手に入ってきてもらって

はその地域の輪が崩れるので、その地域を盛り

上げた後に、その空き家をうまく活用して人口

をふやしましょうということをやられたような

んです。一番多いところは、１軒の空き家に対

して20倍の競争率があったと。空き家に入って

くださいというと、だれでもかれでも入ってき

て、ちょっと勝手なことをやられるので、空き

家に入っていただくのは、その地域の皆さんが

私たちが選別をさせていただきますということ

で入らせるということで、非常にその地域全体

が盛り上がってきているという話を聞かせてい

ただいたところであります。そういったことも

考えると、その地域をどうかするというのには、

そういった部分も十分考えていただけるといい

かなというふうに思ったところであります。

また、その次には、今度は中山間地域集落点

検モデル事業という形で先ほど説明をいただい

たんですが、島根県、岡山県でも、どういう形

でその地域を運営していくのかという具体的な

モデル地区をつくられて、そしてそこに県も積

極的に支援をされながら、市町村との連携をとっ

ておられるようなんですが、モデル地区をきちっ

と設定して、そしてやらせるということについ

ては、どういう考えをお持ちでしょうか。

○山内中山間・地域政策課長 過去からの地域

振興事業につきましては、例えば五ヶ瀬の夕日

の里づくり推進会議とか、都城市の笛水地区と

か、過去、地域振興事業として取り組んだとこ

ろでありまして、それが今どんどん開花してい

るというふうに理解をしておりまして、今ど忘

れしましたけれども、あと幾つかございます。

そういうふうにして現実的にはモデル集落、も

しくはそういうことをやっているところであり

ます。例えば、西米良の小川作小屋あたりにつ
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いても支援をして、ようやく人がどんどん来て

いただくようになった。そういうようなことで

形を変えながらでも支援をして、モデル地域と

いうのを選定しているというふうに考えており

ます。

○宮原委員長 あと一点です。中山間盛り上げ

隊なり、いろんな形のことを県も一生懸命やっ

ておられるわけですが、当然そういったことと

いうのは県のホームページなり、県のいろんな

広報誌にも掲載をされてやっておられるという

ことはわかっているんですが、そのほかに、県

民に対してこういうのがありますよという、例

えばこの盛り上げ隊であっても、逆に入っても

らわないかんわけで、ホームページにただ出し

て、なってくださいというだけではなくて、も

う少し、こういうことをやっていますよという

のを県民にＰＲしているようなことがあるのか。

例えば、鳥取県について話を聞かせてもらうと、

新聞にいろいろ広告を出したりとか、地域の宝

というような形で冊子にした立派な事例集が

あったんです。そういったものを各地区に配布

しながら、皆さんに周知しながら、いろんなこ

とをやっておられました。島根県については、

中山間地域研究センターで成果をきちっとまと

めて、メディアを通じて公表をしているという

ことを聞かせていただきました。岡山県につい

ては、新たな地域運営手引書というのをつくら

れて、それに基づいて皆さんにも公表している

という状況がありました。県としては、県の広

報誌であったり、ホームページという形で流す

のがごく普通、一般的だと思うんですが、より

県民にそういうのを知らせるためにはほかに何

か取り組んでおられるのか、聞かせてほしいん

ですが。

○山内中山間・地域政策課長 具体的には、例

えばここで言いますと、地域づくりネットワー

ク協議会という場をかりて、盛り上げ隊の事業、

移住の事業とかを、機会を見つけて、地域づく

り団体ですから、行政分野ではない地域の方々

に直接ＰＲする機会を積極的に設けているとこ

ろであります。それから、盛り上げ隊は具体的

には、もちろん県外に異動されたりして退会す

る人もいらっしゃいますけれども、少しずつで

すけれども、登録者はふえているところであり

ます。これについては、ある程度は広報等で昨

年もＰＲしたり、雑誌でＰＲしたりはしており

ますけれども、口コミの段階にとりあえず入っ

てきているのかなと。交通費もないし、宿泊料

もないし、条件としては非常に厳しいんです。

もちろん、多くの方に周知していくことが必要

だと思いますから、機会を通じてやっておりま

すけれども、今のところ具体的にやっているの

は、地域づくりネットワーク協議会を通じた場

ですとか、市町村の会議にいろいろ呼ばれると

きには積極的に行っております。例えば、いき

いき集落の認定式のとき、その地域の方々とお

話をするときに、あわせて話をしたり、一般的

にパンフレットという形ではありませんけれど

も、できるだけお金をかけずに、なおかつ直接

お話をして事業の内容等がわかるような形を今

のところとっております。以上です。

○宮原委員長 ありがとうございます。

それでは質問を終わりますので、私が委員長

をさせてもらいます。ほかに何かございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

時間が予定より延びましたが、申しわけありま

せん。これで終わりたいと思います。執行部の

皆さん、御苦労さまでした。
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暫時休憩いたします。

午前11時41分休憩

午前11時42分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の中山間地域の定義について

であります。本日の執行部の説明や県外調査の

状況を踏まえ、中山間地域をどこにするかにつ

いて御協議をいただきたいと思います。

資料１をごらんください。Ａ案からＣ案の中

で決めていただきたいと考えております。先ほ

どこの３つについて説明もありましたので、そ

して質疑もありましたが、それぞれ皆さんの御

意見をここで賜りたいと思います。

○緒嶋委員 どこでも中山間地的な課題はある

わけで、できるだけ広くすることによって焦点

がぼけてもいけないという面もありますけれど

も、各地区から出ている議員の皆さんでそれぞ

れの課題というのは十分認識されておりますの

で、できるだけ、ぼけてもいけないけれども、

地域振興５法まで含めた中で議論していかない

と、過疎地だけといっても、ちょっと問題があ

るのかなという気がするわけです。そうなると、

Ａ、Ｂ、Ｃの中では、Ｃ案みたいなところまで

いかざるを得んのかなという気はします。その

辺をみんなでどう議論するかだろうと思うんで

す。

○宮原委員長 それぞれ考えもあられると思い

ますし、調査に行ったところの状況も踏まえて、

それぞれお聞かせいただけるとありがたいと思

います。緒嶋委員のほうからＣ案がいいんじゃ

ないかということのようなんですが、どうぞ御

自由に。

○押川委員 確かに、Ｃ案までもという気持ち

はするんですけれども、言われるようにぼける

といけないから、私はせめてＢ案までには入れ

ていただきたい。中山間地という定義をどこに

置くかということに特化して決めないと、何も

かもすると、さっき言ったようにぼけてしまう

し、みんなそれぞれあるから。

○黒木覚市委員 Ｂ案ぐらいにしておかないと、

Ｃ案になると、もう残りがわずかになってしま

う。やっぱりＢ案ぐらいにしておかないとどう

かな。Ｂ案になるとかなり入ってくると思うん

です。

○坂口委員 技術的に可能か不可能か、整理で

きるかできんかもわからんままなんですけれど

も、Ｂ案までに区切ったときに、その他のとこ

ろで条件的にそことどうかなと。条件を個別に

比べるとむしろというところも出てくる可能性

もあるんかなと。だから、Ｃ案でくるんでおい

て、そこからの除外対象の一つのラインが引け

れば、ここまで到達しているところはその仲間

に入らないよというようなものが、これは技術

的に可能なら、両論を併記して各論にするとい

う方法がとれるのかなと。

○髙橋委員 関連で、規則でうたうことになる

と思うんだけど、該当しない市町がありますね。

そこの中で、私もさっき質疑で言いましたけれ

ども、限界集落はやっぱり存在するわけです。

中山間地域に準ずる地域とか、例えば規則でう

たうとしたら、そういう方法もあると思います。

○宮原委員長 今、髙橋委員のほうから、中山

間地に準ずる地域と。準ずる地域がどこなのか

ということで非常に問題になる部分があるんで

すが。

○髙橋委員 地域だから、市町じゃない。

○宮原委員長 市町でないとなると、中山間地

域の農林統計上の方向になってしまう。なぜか

と言いますと、５法で見せていただくと、地域
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でいうと、高崎町、山之口町を外して、都城市

が外れているんです。先に私が言うといけない

んですけれども、今度視察に行かせてもらう都

城市吉之元町というところは鹿児島県との県境

であって非常に奥地で、さっき言った酒谷の状

況ということになるんです。ところが、こっち

の５法でいってしまうと、そこは外れるという

ことになるんです。やっぱりそれぞれ皆さんの

地域の事情もあるということも踏まえて、焦点

がぼけるという部分も考えられんわけではない

んですけれども、そうなってくると、やっぱり

エリアは広くなってしまうんだけれども、ここ

の部分になるのかなという感じが、私が先に言っ

てしまうといかんのですけれども、そういう感

じがせんでもないかなと。Ｃ案です。１ページ

がＡ案、２ページ目が５法のＢ案、そして３ペ

ージ目にＢプラス農林統計上が入りますのでこ

うなってしまう。ただ、こうなると焦点がちょっ

とぼけるんじゃないかということも言われるん

だけど、これになると農林統計上のという、合

併したがために外れてしまう、合併したがため

にというところも救えるということにはなると

いうことなんです。中山間地域ということになっ

てしまうからこうなってしまう。ただ、これは

特別委員会として賛成多数で決めるわけにはい

かないんです。皆さんが納得される状況でない

と決めていけないということになると思います

ので、いかがでしょうか。それぞれ御意見があ

るようですから、どうしてもここで言いたい方

はどうぞ。

○坂口委員 さっきと同じことの繰り返しにな

るけれども、技術的なものは難しいと思うんで

すけれども、今回この条例ができる。単年で終

わるわけではない。ある程度長いスパンですね。

そこで元気が出てきてそこから自立できるとか、

衰退してきてそこに入らざるを得ないという変

化は長い時間の中で起きてくると思うです。そ

うすると髙橋委員が言われたように、何らかの

基準を設けてこれに準ずる地域という追加条件

と、ここからはあなたはひとり立ちですよとい

う除外条件、ここらが付記できればですね。中

山間地域というこの特別委員会ではあるけれど

も、条例の名称は中山間とうたわずに、それを

意味するようなもので、もっと現実に的確に対

応できるような条例の名称にする方法もあるの

かなと思ったりですね。名称が先走りしていて、

中山間地域の指定というのが……。

○緒嶋委員 日之影は山村だが、「水源の里条例」

という名前にしている。それはそれで個性があっ

ていいが、宮崎県全体で中山間地の名称がいい

のかというのも当然出てくる。いいアイディア

があれば変えることはやぶさかではない。

○坂口委員 やっぱりその集落なり地域が置か

れている条件で指定は判断するというのが……。

○宮原委員長 ここに示されたのはこういうこ

とになりますが、資料１のＣ案のＢプラス、先

ほど高橋委員からは「準ずる」という言葉になっ

ていましたが、これらの地域に類する地域とし

てまた規則で定める地域という形で、雰囲気的

にはこういう形になるということで、協議いた

だいた結果、Ｃ案ということで決定したいと思

いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、条例の中山間地域の

定義はＣ案にするということで取り進めてまい

りたいと存じます。

次に、条例の内容についてであります。条例

の内容について、委員の皆様から御意見等ござ

いましたらよろしくお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○宮原委員長 それでは、条例の内容について

は、これといって皆さんから御意見はないよう

でございますが、次回、政策条例検討会議に提

出するための条例要綱案について御協議いただ

きたいと考えております。11月10日の県南調査

の午前中になります。そこで、次回協議いただ

くたたき台の作成につきましては、正副委員長

に御一任いただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定させ

ていただきます。

次に、資料２をごらんください。11月10日（水）

から11日（木）にかけて実施します県南調査に

つきましては、前回の委員会で御一任いただき

ましたので、確認のみとさせていただきます。

ごらんのような日程で進めさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。

次に、協議事項（３）の次回委員会について

であります。次回の委員会は11月定例会中の12

月３日（金）に行うことを予定しておりますが、

執行部への説明・資料要求について何か御意見

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 特にないようですので、次回の

委員会の内容につきましては、正副委員長に御

一任をいただきたいと存じますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと存じます。

最後になりますが、協議事項（４）のその他

でございますが、委員の皆様から何かありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、再度申し上げますが、

次回の委員会としての活動は11月10日（水）か

らの県南調査でありますので、よろしくお願い

をいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

午前11時55分閉会


